
別紙１

書類

番号
様  式 様式名等 確認欄

1 厚生労働大臣が定める様式
指定：別紙様式第二号（一）

更新：別紙様式第二号（二）

2 厚生労働大臣が定める様式 付表第二号（一）～（十二）

3
厚生労働大臣が定める

様式　標準様式
標準様式1～７

4 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 国様式に準ずる

別紙3－2

＊指定申請時は必ず提出する

こと。指定更新時は提出不要

5 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

国様式

(右記の該当する様式

のみ提出すること）

別紙1-1-2、1-2-2、1-3-2

＊指定申請時は必ず提出する

こと。指定更新時は提出不要

6
事業所が所在する

自治体による

7
事業所が所在する

自治体による

【重要】厚生労働大臣が定める様式の各サービス種別のチェックリスト【付表第二号(一)～(十二)】も必ず提出してください。

1

2

3

4

指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所

指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所

（指定・更新）申請に必要な書類一覧

※印は、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所は指定申請及び指定更新申請ともに提出不要です。

書　　類　　区　　分

指定申請書　又は　指定更新申請書

各書類は、申請日現在の状況で作成してください。

指定申請事業所は、勤務表等については開設予定月（暦月分）で作成してください。

指定更新事業所は、勤務表等については原則、申請月の前月分（暦月分の実績）を提出してください。

小樽市

【はじめに】

【小樽市に提出するもの】

【提出時に必要なもの等】

１　指定申請及び指定更新申請は、必ず「厚生労働大臣が定める様式」で行ってください。

厚生労働大臣が定める様式　標準様式7「当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧」を提出する場合

は、介護支援専門員証又は介護支援専門員登録証明書の写しを添付してください。

添付書類（上記チェックリストで確認し該当するもの）

建築基準法に基づく検査済証等の写し※

厚生労働大臣が定める様式　標準様式1「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の提出に際し資格要

件がある職種については、資格証や研修修了証の写し等の資格が確認できるものを添付してください。

代表者に要件があるサービスは、研修修了証の写し等の要件を満たしていることを確認できるものを添

付してください。

２　「厚生労働大臣が定める様式」にある、各サービス種別のチェックリスト【付表第二号

(一)～(十二)　各事業所の指定に係る記載事項　添付書類・チェックリスト】を確認し、添

付が必要な書類を確認してください。

消防法に基づく検査済証等の写し※

※印は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所は指定申請時に必ず提出してください。指定更新申請時は提出不要です。

各サービス種別の指定等に係る記載事項


